
Tax update

経済開発協力機構（OECD）は、経済のデジタル化
に伴う課税上の課題（以下、BEPS2.0プロジェクト）
について、2020年10月12日に「第1の柱のブルー
プリント」「第2の柱のブループリント」「経済的影響
評価」など、多くの文書を公表しました。
そして21年7月1日に、130にのぼる参加国・地域
の合意が反映された「経済のデジタル化に伴う課税上
の課題に対処するための2つの柱から成る解決策に関
する声明」（以下、7月声明）を公表し、続けて21年
10月8日に、BEPS2.0プロジェクトにおける二つの
柱からなる基本設計について、136カ国地域の合意
を反映した声明（以下、10月声明）を公表しました。
10月声明では、7月声明において発表された大枠合
意に加えて、重要なパラメータについて具体的な内容
を示しています。
本稿では、7月声明と10月声明に示されたBEPS2.0

プロジェクトにおける第1の柱と第2の柱の主なポイン
ト、および日本企業への影響と求められる対応につい
て解説します。

第1の柱において、新たな課税権として市場国に超
過利益を配分するAmount Aの対象となる企業は、全

世界の売上高が200億ユーロ※1※2を超え、かつ売上
高税引前利益率が10％を超える多国籍企業とされて
います。20年10月に発表されたブループリントでは、
自動化されたデジタルサービスを消費者向けビジネス
からの収入を対象としていましたが、7月声明では資
源採取と規制対象の金融サービスを除く全ての収入が
対象とされました。また、一部のセグメントごとに収
益性が異なる企業では、開示されている特定のセグメン
トが適用対象基準を満たす場合、セグメンテーション
が適用されることになります。

Amount Aの対象となる多国籍企業においては、売
上高税引前利益率の10％を上回る超過利益の25％が、
新たな課税権としてネクサス（課税の根拠となる結び
付き）のある市場国へ配分されることになります。対
象となる企業が100万ユーロ以上の収入を特定の市場
国から獲得している場合※3※4は、その市場国にネクサ
スがあるとみなされ、配分の対象となります。対象と
なる企業の超過利益が既に特定の市場国において課税
されている場合は、マーケティング・販売利益に関す
るセーフハーバーが適用されることになります。市場
国に配分される利益に関しては、免除方式または税額控
除方式により二重課税の救済が認められる予定です。

Amount Aに関連する全ての問題について、強制的
な紛争解決メカニズムが利用可能になります。一部の
発展途上国では、選択的紛争解決メカニズムも利用可
能です。

Amount Aの導入に際して、デジタルサービス税
（DST）および類似の一方的措置の撤廃が求められて

Ⅰ　はじめに

Ⅱ　第1の柱：ネクサスおよび利益配分ルール
　　　　　　　改定

※1　経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development）
※2　売上高の閾値は7年後の検証プロセスを通じて、100億ユーロに引き下げられ得ると述べている。
※3　税源浸食および利益移転（Base Erosion and Profit Shifting）
※4　国内総生産が400億ユーロを下回る小規模の国・地域の場合には、25万ユーロの閾値が適用される。
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います。21年10月21日、オーストリア、フランス、
イタリア、スペイン、英国（UK）、米国（US）は、
第1の柱が発効するまでに発生したDSTの税金の一部
を、第1の柱が発効した際にAmount Aの租税から控
除する共同声明を発表しました。米国は、5カ国に対
して提案していたDSTに関する貿易措置を取りやめる
ことに合意しました。

第2の柱は、国ごとにミニマムタックスを下回る場合
に、親会社にトップアップ課税を課す所得合算ルール
（IIR）と、IIRにより課税されなかった場合に支払いに
ついて損金算入を認めない軽課税支払ルール（UTPR）
からなるGloBEルール、および租税条約の特典否認に
関する課税対象ルール（STTR）の二つの要素から構
成されています。

GloBEルールは、国別報告書（CbCR）と同様に直
近の事業年度におけるグループ全体の連結売上高合計
が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業に適用されま
す。UTPRは、国際的な事業活動が初期段階にある多
国籍企業（国外の有形資産が最大5,000万ユーロまで、
および5カ国以下の事業活動）については適用対象と
されてから5年間は除外されます。多国籍企業グルー
プの最上位が投資ファンド、年金基金、政府系企業、
非営利法人、国際機関である場合、GloBEルールの適
用が免除されます。

10月の声明においてIIRとUTPRにおけるミニマム
タックスの税率は15％とされました。GloBEのトッ
プアップ課税は、対象税額および財務会計上の所得へ
の調整を反映し、国レベルで決定されます。米国の
GILTI との共存についても検討中です。
実態のある所得に関するカーブアウトでは、初年度
は有形資産の簿価の8％と給与の10％が除外され、10

年間の移行期間終了後は、給与および有形資産の帳簿
価額の5％が除外されることになります。
トップアップ課税を課す権利は、分割保有（split 

ownership）を加味したトップダウンアプローチにて
割り当てられます。売上高が1,000万ユーロ未満、利
益が100万ユーロ未満の国地域に対しては、デミニマ
ス基準に基づく除外規定が設けられています。

STTRの適用に使用されるミニマム税率は9％とな
り、利子、使用料およびその他特定の支払に対する名
目税率がSTTRのミニマム税率を下回る場合に、差額
が徴収されます。STTRは、GloBEルールに優先適用
されます。

10月声明では、導入計画について次のように述べ
ています。

第1の柱のAmount Aについては、導入当初に対象
となる日本企業は限定的と想定されますが、中期的に
は対象企業は増加することが予想されます。
また、日本企業においては、未だ当初案の「巨大な
デジタル企業に対する課税」と認識したまま、自社は
BEPS2.0の対象外と認識している企業がありますが、
特に第2の柱のGloBE課税については、CbCRの対象
企業であれば対象となり、結果としてトップアップ課
税が生じない場合でもグローバル申告の義務が生じる
と考えられます。
事業年度の終了後に、法人税の申告期限とは別に、
一定の申告準備期間とグローバル申告期限が定められ
る予定です。ただし、当該事業年度において、グロー
バルタックスに関する合理的な見積りおよび引当金の
計上、その一方では欠損金、超過利益の繰越とクレ
ジットに関する税効果会計への対応が求められること
から、決算時の計上が求められると考えられ、監査人
との事前確認を要します。

OECDの非常に野心的な実施スケジュールを考える
と企業に残された限られた時間の中で、企業グループ
に与える影響を分析し、グローバル申告に要する情報
収集と計算プロセスのロードマップを策定し対応しな
ければなりません。そして、本社税務部門にとっては、
グローバル税務ポジション（特に国別の実効税率）の
管理が求められることになると考えられます。

お問い合わせ先
EY税理士法人
International Corporate Tax Advisory
E-mail：Hideki.Ohori＠jp.ey.com

Ⅲ　第2の柱：新しいミニマムタックス導入の
　　　　　　　ためのグローバルルール

Ⅳ　導入スケジュール

＜第1の柱＞
• 2022年初頭－Amount Aに関する多国間協定テキス
トと注釈

• 2022年半ば－多国間協定の署名式
• 2022年末－Amount Bに関する作業の最終化
＜第2の柱＞
• 2021年末～2022年初－GloBEルールのモデル法案
• 2021年末～2022年初－STTR実施のためのモデル条約
• 2022年末－GloBEルール各国法制化

Ⅴ　日本企業への影響と求められる対応
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